
新郷村が管理する A グル－プ 2 橋の橋梁定期点検を実施し、青森県橋梁アセットマネジメント

支援システム(BMS)と道路橋定期点検要領を用いて健全度を判定した。 

 

健全度評価基準 

(1) BMS による健全度評価基準 

BMS による各橋梁の健全度評価にあたっては、下記に示す健全度評価基準に基づき健全度

を５段階で評価する。なお、「照明施設」「標識施設」「舗装」については健全度判定基準が

整備されていないため、控除する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 道路橋定期点検要領（技術的助言の解説・運用標準）（国土交通省）による健全度評価基準 

道路橋定期点検要領（国土交通省）による健全度の評価は、下記に示す判定区分に基づき健

全度を 4 段階で評価する。各橋梁の健全性の診断の区分は、技術的な評価及び損傷状況を考

慮し、評価するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：『道路橋定期点検要領(技術的助言の解説・運用標準)(R6.3)国土交通省 道路局 P4』 

出典：『青森県橋梁長寿命化修繕計画10箇年計画（R4.3）P15』 



(3）道路橋定期点検要領（技術的助言の解説・運用標準）（国土交通省）による技術的な評価結果 

   令和 6年度に改定となった、道路橋定期点検要領の記載を基に、①次回点検までにどのよう 

な状況に対して、どのような状態となる可能性があるか、②構造安全性、走行安全性及び第三者

被害の恐れについて、定期点検時の見立てとして、知りえた情報等を踏まえ、A,B,C の技術的な

評価を実施することとする。 

 

 

 

 

 

※ここでいう、致命的な状態とは安全な通行が確保できず通行止めや大幅な荷重制限などが必要とな

るような状態であり、例えば、落橋までには至らないまでも、支点部で支承や主桁に深刻な変状が生

じて通行不能とせざるを得ないような状態、あるいは下部構造の破壊や不安定化などによって上部構

造を安全に支持できていない状態なども考えられる。 

また、橋の構造安全性の観点からの状態以外にも、大きな段差や路面陥没の発生によって通行困難

となるなどの走行性の観点からの状態も含まれる。 

具体的に想定される状態やそのときに橋あるいは道路としての機能がどれだけ損なわれる危険性が

あるのかは、橋本体及びそれらと一体で評価すべき範囲の地盤の条件などによっても異なるため、そ

れぞれの橋毎に個別に判断する。 

 

健全度評価結果 

各橋梁を健全度ごとに区分し、表 1に示す。 

表 1 健全度評価結果 

健全性の診断の区分 橋梁数 対象橋梁名 

Ⅰ：健全 2橋 大欠橋、羽井内前橋 

Ⅱ：予防保全段階 - - 

Ⅲ：早期措置段階 - - 

Ⅳ：緊急措置段階 - - 

 

点検結果一覧表 

次頁以降に点検結果一覧表を示す。 

 

出典：『道路橋定期点検要領(技術的助言の解説・運用標準)(R6.3)国土交通省 道路局 P7,8』 



■点検結果一覧表(BMS)

主桁(RC) 床版 支承

主桁 床版 支承

※「損傷状況」記載の文字色と「県BMS判定区分」記載の文字色は健全度で関連している。

健全度

5：潜伏期

4：進展期

3：加速期前期

2：加速期後期

1：劣化期 劣化の進行が著しく、部材の耐荷力が著しく低下した段階。部材種類によっては安全性が損なわれている場合があり、緊急措置が必要。

劣化現象が加速度的に進行する段階の後半期。部材の耐荷力が低下し、安全性が損なわれている。

劣化現象が加速度的に進行する段階の前半期。部材の耐荷力が低下し始めるが、安全性はまだ十分確保されている。

劣化現象が発生し始めた初期の段階。劣化現象によっては劣化の発生が表面に現れない場合がある。

劣化現象が発生していないか、発生していたとしても表面に現れない段階

全部材・全劣化機構に共通の定義

横桁

損傷状況

橋梁諸元

0-直接基礎

路 線 名 農道川向線

所 在 地 三戸郡新郷村羽井内地内

橋梁諸元
前回点検
(2020)

4.0

番号 橋梁番号 橋梁名

県BMS
判定区分
(5.5～0.5)

　　　　　　　部材

　点検年

断面図

排水ます 排水管

防護柵 地覆 排水ます 排水管

損傷状況写真

3.5
大欠橋

番号 橋梁番号 橋梁名

県BMS
判定区分
(5.5～0.5)

　　　　　　　部材

　点検年 主桁(鋼) 横桁(鋼) 端横桁(鋼) CO床版(鋼桁)
ｵｵｶｹﾊﾞｼ

4.0 3.0 3.5 3.0 3.5 3.5

1 450002001
本業務
(2025)

3.5 4.0 3.0 3.5 3.5 4.0

橋台胸壁
橋台・橋台

竪壁
支承(ゴム) 防護柵 地覆

路 線 名 農道森田線

所 在 地 三戸郡新郷村大欠地内 現地状況写真 損傷状況

供 用 年 月 日 1972年

・主桁に防食機能の劣化・腐食、横桁に防食機能の劣化、部分的な腐食が確認された。
・床版にかぶり不足による鉄筋露出が確認された。
・支承にゴム本体の変形が確認された。
・防護柵に防食機能の劣化・腐食、部分的な変形が確認された。
・地覆に軽微なはく離が確認された。

橋 長 18.5m

幅 員 （ 有 効 幅 員 ） 3.7m(3.1m)

径 間 数 1径間

上 部 工 形 式 125-①鋼橋（ボルト又は溶接継手）_Ｈ形鋼（非合成）

下 部 工 形 式 11-重力式橋台

4.0
前回点検
(2020)

3.5 4.0 4.5 3.0

4.5 3.0 4.0 3.0

5.0 5.0 不可

基 礎 工 形 式 9-その他

所見等

・床版の一方向ひび割れは乾燥収縮によるものと考えられる。交通量が少なく、変状拡大につながる可能性が低いと考えられるため、経過観察を続けることが望ましい。
・床版のかぶり不足による鉄筋露出は、地覆下面のみで確認されており、軽微であるため、経過観察を続けることが望ましい。

5.0 不可 4.0 4.0 5.0 5.0

ﾊｲﾅｲﾏｴﾊﾞｼ

羽井内前橋

番号 橋梁番号 橋梁名

県BMS
判定区分
(5.5～0.5)

　　　　　　　部材

　点検年 主桁(PC) CO床版 橋台胸壁
橋台・橋台

竪壁
支承(ゴム) 沓座モルタル 伸縮装置

2 450015601
本業務
(2025)

4.0 4.0

4.0 4.0 5.0 5.04.0 4.0 4.0 4.0

4.0 4.0 4.0 不可

損傷状況写真

橋台翼壁

供 用 年 月 日 2002年

・主桁端部に端材の突出が確認された。
・橋台に漏水跡が確認された
・防護柵に変形が確認された。

橋 長 19.3m

幅 員 （ 有 効 幅 員 ） 5.7m(4.5m)

径 間 数 1径間

上 部 工 形 式 412-④ＰＣ橋_プレテン中空床版

下 部 工 形 式 11-重力式橋台

基 礎 工 形 式

断面図

所見等

・下部工に漏水跡が確認されることから、維持工事などでシール材の交換などの対策を講じることが望ましい。

3
本業務
(2025)

橋梁諸元
前回点検
(2020)路 線 名

所 在 地 現地状況写真 損傷状況 損傷状況写真

供 用 年 月 日

橋 長

幅 員 （ 有 効 幅 員 ）

径 間 数

上 部 工 形 式

下 部 工 形 式

基 礎 工 形 式

所見等

下部工 その他

その他下部工

床版(はく離・鉄筋露出)：3.0

橋台竪壁(はく離)：4.0

側面全景

正面全景

床版(端材の突出)：潜・進 防護柵（防食機能の劣化、変形)：4.0

地覆(はく離)：4.0

側面全景

正面全景

主桁(腐食、防食機能の劣化)：3.5

防護柵(腐食、防食機能の劣化、変形)：3.0

排水ます(土砂詰まり)：5.0



区分

※所見の文字色と想定する状況の文字色が関連している。

区分 状態 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態 A 何らかの変状が生じる可能性は低い

致命的な状態となる可能性があるⅣ 緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

1. 大欠橋 450002001 2. 羽井内前橋 450015601

Ⅱ 予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講じることが望ましい状態
B 致命的な状態となる可能性は低いものの何らかの変状が生じる可能性がある

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態

C

■点検結果一覧表(報告様式)

特定事象の有無(有もしくは無)

橋梁健全度
　　　　　　　　　　　　　　評価項目
　　部材

活荷重 地震 豪雨・出水 その他 疲労 塩害 ASR

2025 想定する状況 特定事象の有無(有もしくは無)

橋梁健全度

2025 想定する状況

防食機能の
劣化

洗堀 その他
(凍害)

　　　　　　　　　　　　　　評価項目
　　部材

ASR 防食機能の
劣化

洗堀 その他
(凍害)

無 上部構造 A A A

橋(全体として) Ａ Ａ Ａ

活荷重 地震 豪雨・出水 その他 疲労 塩害

Ａ Ａ Ａ

Ⅰ
無 無 無

橋(全体として) A A A

Ⅰ

無 無 有 無 無 無 無

上下接続部上下接続部 Ａ Ａ Ａ 無

上部構造 Ａ Ａ Ａ 無

A A A 無無 無 無 有 下部構造下部構造

その他(フェールセーフ)その他(フェールセーフ)

A A A 無

3. 4.

所見

（１）「構造安全性」や「供用安全性」からの特筆すべき事項　※様式-1
・床版に一方向ひび割れ、かぶり不足による鉄筋露出、主桁に防食機能の劣化が確認されたものの、「構造安全性」、「供用安全
性」の観点から考えると、「A：何らかの損傷が生じる可能性は低い」と考える。
（２）特定事象との関連性からの特筆すべき事項　※様式-3(その他は凍害とする)
・上部構造（主桁）に防食機能の低下が確認された。
・下部構造（橋台竪壁）に凍害による軽微なスケーリングが確認された。
（３）損傷等の変状の状態
・主桁に全体的な防食機能の劣化・腐食、横桁に防食機能の劣化、部分的な腐食が確認された。
・床版にかぶり不足による鉄筋露出が確認された。
・支承にゴム本体の変形が確認された。
・防護柵に防食機能の劣化・腐食、部分的な変形が確認された。
・地覆に軽微なはく離が確認された。
（４）妥当性があると考えられる措置
・床版の一方向ひび割れは乾燥収縮によるものと考えられる。交通量が少なく、変状拡大につながる可能性が低いと考えられるた
め、経過観察を続けることが望ましい。
・床版のかぶり不足による鉄筋露出は、地覆下面のみで確認されており、軽微であるため、経過観察を続けることが望ましい。

所見

（１）「構造安全性」や「供用安全性」からの特筆すべき事項　※様式-1
・主桁に端材の突出が確認されているものの、「構造安全性」、「供用安全性」の観点から、「A：何らかの損傷が生じる可能性は低
い」と考える。
（２）特定事象との関連性からの特筆すべき事項　※様式-3(その他は凍害とする)
・特筆すべき事項は確認されなかった。
（３）損傷等の変状の状態
・主桁端部に端材の突出が確認された。
・橋台に漏水跡が確認された。シール材に劣化が確認されたことから、劣化部からの雨水の浸入によるものと考えられる。
・防護柵に変形が確認された。農耕車の衝突によるものと考えられる。防護柵の機能に支障はない。
（４）妥当性があると考えられる措置
・下部工に漏水跡が確認されることから、維持工事などでシール材の交換などの対策を講じることが望ましい。

A 無その他(伸縮装置)その他(伸縮装置)

特定事象の有無(有もしくは無)

橋梁健全度
　　　　　　　　　　　　　　評価項目
　　部材

活荷重 地震 豪雨・出水 その他 疲労 塩害 ASR

2025 想定する状況 特定事象の有無(有もしくは無)

橋梁健全度

2025 想定する状況

防食機能の
劣化

洗堀 その他
(凍害)

　　　　　　　　　　　　　　評価項目
　　部材

ASR 防食機能の
劣化

洗堀 その他
(凍害)

上部構造

橋(全体として)

活荷重 地震 豪雨・出水 その他 疲労 塩害

橋(全体として)

上下接続部上下接続部

上部構造

下部構造下部構造

その他(フェールセーフ)その他(フェールセーフ)

所見 所見

その他(伸縮装置)その他(伸縮装置)

【想定する状況】
活荷重：通常の供用では極めて起こりにくい程度の重量の車両の複数台同時載荷など過大な活荷重、地震：道路管理者が緊急点検を行う程度以上の規模が大きく稀な地震
豪雨・出水：橋の条件によっては被災可能性があるような稀な洪水等、その他：道路橋の構造条件等によっては被災可能性があるような台風等の暴風
『自治体から寄せられた主な意見に対する考え方（参考）』より


